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令和６年度春季段審査会（初段～五段） 受審申し込みについて（通知） 

 

 前略、令和６年度春の段審査会（小田原地区三段以下審査会ならびに剣道四・五段審査会）の受審申し込みに

つき、下記の通りお知らせ致します。昨年５月から新型コロナウイルス感染症に対する対応も緩和傾向にありま

すが、年末からのインフルエンザの流行等もまだ継続している事等を鑑み、この受審申し込みに関しましても、

引き続きお手間をおかけすることとなりますが、何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

１．小田原地区三段以下審査会（前期） 

(1) 審査日時  令和 6 年 5 月12日（日） 午前９時００分開場 

(2) 審査会場  小田原スポーツ会館 

２．剣道四・五段審査会 

(1) 審査日時  令和 6 年 5 月26日（日） 午前９時００分開場 

(2) 審査会場  県立武道館 

３．受審申込受付  ※受付方法等は２枚目をご覧ください。 

(1) 受付日時  令和 6 年 3 月27日（水）午後６時１５分～午後７時４０分 

(2) 受付場所  小田原市生涯学習センターけやき第３会議室（４階） 

４．学科試験 ＜前期・後期審査会を通して共通問題です＞ 別紙のとおり 

※ 答案用紙は、神奈川県剣道連盟指定のものを使用してください。 

（県剣連ホームページよりダウンロードしてください） 

５．受審資格、審査料等 

 受 審 資 格 審 査 料 登録料（合格時に必要） 

初 段 一級受有者で、満13歳以上(審査当日)  ５，０００  ７，３００ 

二 段 初段受有後、１年以上修業した者  ６，０００  ９，０００ 

三 段 二段受有後、２年以上修業した者  ７，０００ １１，０００ 

四 段 三段受有後、３年以上修業した者 １２，０００ １７，０００ 

五 段 四段受有後、４年以上修業した者 １４，０００ ２３，０００ 

  ６．令和６年度会費については審査会申込時には集めません、4月に入り、所属支部を通じて集金します 

    ので、3月27日(水)の審査会申込は審査料のみ集金します。 

 

 

 

 

 

事務担当は、審査部・渡辺 

090(4523)1896 

 



◇令和６年度春季段審査会（初段～五段） 受審申し込みの流れ◇ 

対応時期 対 応 内 容 

□本通知到着後直ちに 
1.各支部における今回受審者を把握、確認してください。 

2. 受審者数を男女別に整理し短冊受け渡し時に分かるようにしてください。 

□3月13日(水) 

【短冊配布について】 

短冊を支部ごとに直接お渡しします。 

＊配布場所  小田原スポーツ会館 ミーティング室 

＊配布時間  PM7:00～PM8:00 

該当する支部は、代表者１名、必ず時間内にお越しください。 

当日【段審査短冊配布表】を必ずお持ちください。 

□短冊配布後速やかに 

1.受審者に短冊を渡し、必要事頄の記入（審査当日での情報）をお願いします。 

 ※短冊は、必ず受審者本人が記入してください。 

 ※下記(1)～(6)につき、受審者への周知を徹底してください。 

 (1)年齢は、審査当日の年齢です（初段は13歳以上）。 

 (2)短冊部分は黒のマジックや筆で大きく、左側の受審者情報はボールペンでご記入ください。 

 (3)「全剣連番号」…二段～五段受審の方は必ず記入してください。 

 (4)「職業又は学校名（学年）」 

 (5)「現段級受領年月日・場所」 

  ・「年月日」は、現有段級合格した日（免状記載の日）を記入してください。 

  ・「場所」は、現在保有する段や級の審査をした場所（小田原スポーツ会館、 

   県立武道館など）を記入してください。 

  ※他県取得の方はその都道府県を記入 

 (6)現段を他県にて取得している場合は、申込時に合格証の写し又は証明書と、理由

書を提出して頂きます。 

2.記載事頄に丌備・誤りがあると受け付けませんので、宜しくお願いします。 

 

過去の申し込みにおいても多くの不備があり、申し込み手続きが円滑に進まない

ケースが多く見受けられました。充分ご注意ください。       

 

□3月20日(水)頃までに 各支部で短冊ほか、必要なものをとりまとめてください。 

□3月27日（水） 

1.各支部代表の方１名により、申し込みをお願いします。 

 《提出物》短冊・集計表・受審料・現有段位県外受審者は合格証の写し又は証明

書と、理由書 

2.原則として地域により受付時間を区分します（厳守）。 

 (1)PM6:15～PM6:40 小田原川西地区（酒匂川以西）で活動する支部 

 (2)PM6:40～PM7:10 小田原川東地区（酒匂川以東）で活動する支部 

 (3)PM7:10～PM7:40 足柄上郡・足柄下郡・南足柄地区で活動する支部 

3.申し込みに来られる方は、マスク着用をお願いします。 

 ご丌明な点がありましたら、審査部・渡辺までご連絡下さるようお願いします。 

 

                            


